
■旧市役所庁舎跡地における大学設置の検討の経緯

旧庁舎利活用に伴う安全上の懸念と対応方針について

旧庁舎跡地を活用した高等教育機関の設置検討

資料３
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❏庁舎機能の分散、耐震性なし

 ❏東日本大震災では庁舎が被災し、

 復興に支障をきたしている自治体あり

 ❏新たな津波被害想定では、本庁舎も想定浸水域

 ❏田辺市庁舎整備方針検討委員会の答申を踏まえ、

 ① 職員の参集や公用車の出動ができなくなるなど、

  被災時の災害対策に支障が出るおそれがあること

  から、津波等の想定浸水域外へ移転新築

 ② まちづくりの観点からは中心市街地に近接した立地

 ③ 市民の利便性等の観点から両庁舎を統合

 といった庁舎整備方針を決定

❏田辺市庁舎整備方針検討委員会の答申

 津波からの避難場所や中心市街地の活性化など

 庁舎整備と並行して検討すべき

 ❏田辺市総合計画後期基本計画策定に伴う市民アンケート

 商業施設など人が集える場所の活用希望が多数(65％)

 ❏総合計画審議会・本庁舎跡地利活用分科会

 ‣ 周辺一帯を含めた検討

 ‣ 経済を豊かにする方向性

 ‣ 幅広い関係人口が集える場所

 ❏第２次田辺市総合計画後期基本計画

 ‣扇ケ浜エリアを含めた広域的な視点

 ‣中心市街地と連携した賑わい創出・経済活性化

 ❏田辺ONE未来デザイン構想
庁舎跡地および扇ヶ浜エリアを核としたまちづくり

❏「田辺ONE未来デザイン構想」を具体案として、

 社会課題の解決を目的とした公立大学の設立構想提案

【立地選定理由】

 ‣海を臨む解放的な学習環境

 ‣中心市街地の利便性

‣文化・スポーツ施設の集積

 ‣駅から徒歩圏内

①庁舎移転の経緯 ②跡地利活用の経緯 ③財団の提案
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旧庁舎利活用に伴う安全上の懸念と対応方針について

■田辺ＯＮＥ未来デザイン構想

旧本庁舎

文里湾横断架橋

目良線



（80年経過）

昭和21年
（1946年）

昭和南海地震

嘉永７年
（1854年）

安政南海地震

■想定される災害
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旧庁舎利活用に伴う安全上の懸念と対応方針について

■南海トラフ地震について

宝永４年
（1707年）

宝永地震

147年後 92年後

慶長９年
（1605年）

慶長地震

明応７年
（1498年）

明応地震

107年後 102年後

出典：気象庁「地震・津波安全のしおり」

►南海トラフ地震では、強い揺れに加え津波被害が想定

►建物の立地・構造検討において、津波リスクの考慮が必要

現在
（2026年）

？
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出所：津波防災地域づくり推進計画作成ガイドライン（令和６年３月公表）

● 約100年周期で発生

● マグニチュード８クラス

東海・東南海・南海３連動地震

南海トラフ巨大地震

● 約1000年に一度程度

● 最大クラス(マグニチュード9.1)



■想定される災害

これまで想定されていた東海・東南海・南海３連動地震の津波浸水想定では、中心市街地への津波浸水被害は想定されていなかったが、

平成26年３月に和歌山県が公表した地震被害想定調査報告書において、科学的に想定されている最大クラスの南海トラフ巨大地震が

発生した場合、地震の規模がマグニチュード９．１とされ、中心市街地の広い範囲が津波浸水想定区域に含まれるとされている。

大学の立地検討にあたっては、南海トラフ巨大地震の発生を前提とした備えが必要である。

紀伊田辺駅

旧本庁舎

■津波ハザードマップ（浸水域マップ） ■基準水位
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旧本庁舎

旧別館
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紀伊田辺駅

現本庁舎

ハザードマップの浸水域や浸水深は、避難を中心とした津波防災対策を進めるためのものであり、

津波による災害や被害の発生範囲を決定するものではないことにご注意ください。

Ａ地点

■津波到達時間

旧庁舎



■ハード調査について

跡地活用に向けて、現況の建物および地質の状態について把握・分析するため、下記調査を実施

①建物調査 ②地質調査（液状化判定）

①建物調査

内 容：旧庁舎の構造体（鉄筋コンクリート）の耐用年数評価

目 的：旧庁舎は築55年経過していることから、建物の構造体が使えるかどうかを調べるため

 評価結果：耐用年数は、調査時点より 100年超 と評価される
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②地質調査（液状化判定） 結果：液状化の程度は「小」
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【田辺市旧庁舎 設計用水平加速度と液状化判定結果】

地表面設計用

水平加速度 
Αmax（m/s²）

想定される

地震規模

FL値
液状化判定

（各地層ごと）

【液状化発生に対する安全率】
ＦＬ＞1＝可能性なし
ＦＬ＜1＝可能性あり

ＰＬ値

地盤液状化指数

（地盤全体）

【液状化の危険度】
0＝かなり低い
5以下＝低い
5を超え15以下＝高い
15を超える＝極めて高い

Ｄｃｙ

水平変位量(m)
(想定地表変位)

【液状化の程度】
0＝なし

～0.05=軽微
0.05～0.10＝小
0.10～0.20＝中
0.20～0.40＝大
0.40 ＝甚大

結果

液状化の

程度

3.5
最大クラス

の地震
（南海トラフ巨大地震）

2.0～3.5 m/s2
では一部の層において

FLが1を下回る
区間が認められる

液状化の

「可能性あり」

※一部の層：GL-9.3～15.3ｍ

6.50
「高い」

0.09ｍ
（小）

液状化の

程度は

「小」

2.0
非常に

大きな地震

0.80
「低い」

0.03ｍ
（軽微）

液状化の

程度は

「軽微」

1.5
比較的

大きな地震

全深度において

液状化安全率

FLが1を超えている
「可能性なし」

0.00
「かなり低い」

0.00m
（なし）

液状化の発生の可能性

は低い

■ハード調査について



■施設整備での対策（設計時）

（１）耐震性の確保
・建物の耐震改修工法については、複数パターンを検討（耐震補強案、柱頭免震工法案ほか）

（２）諸室の配置
・津波の基準水位を踏まえた諸室の配置を検討

（３）避難対策
・学生、近隣住民、観光客等の津波発生時の避難先として、

  垂直避難が円滑に行える施設整備の検討

     （例：屋外階段の整備、避難階までの動線の明確化、非常照明の設置など）

・避難階に十分な避難スペースの確保 ほか
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■運営面での対策

（１）災害時の行動基準や連絡体制の周知

（２）建物内での垂直避難を基本とした避難行動の整理

（３）敷地内外の避難動線の明確化、分かりやすい誘導

（４）周辺施設（紀南文化会館、武道館など）との連携

（５）地域住民や地域防災組織との連携による定期的な避難訓練の実施

（６）学生・保護者へのリスク情報の事前周知および説明

（７）入学時等における防災教育の実施 ほか

設置に向けて進める場合には、

災害発生時の対応（クライシスマネジメント）の詳細など、その準備の過程で整理する必要がある。
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